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構想段階⼿続きの⽬的は、早期の段階から住⺠等の意⾒の反映を図り、計画への理解や合意形成を促進することなどです。 
この度、千葉県が計画段階環境配慮書を取りまとめ、本市意⾒を求められております。 
つきましては、同配慮書への本市意⾒（案）について、本審議会に報告するものです。 

構想段階評価書（概略の案） 

＝都市施設等の概ねの位置や規模など概略の案の
⽴案段階において、都市計画上の⾒地から総合
的な評価を実施し、その結果をまとめた図書 

案の概要（素案） 

＝住⺠の意⾒を反映し作成した道路の位置や規模
を⽰したもの 

都市計画の案 

＝住⺠の意⾒を反映し作成した都市計画の最終案 

都市計画決定 告⽰・縦覧 

都市計画変更⼿続き 

市民の意見 

市の意見 
計画段階環境配慮書 

⽅法書 

環境影響評価の実施 

準備書 

＝環境保全のため配慮すべき事項について、
事業計画策定段階において検討した結果
をまとめた図書 

＝環境影響評価を⾏う⽅法をまとめたもの 

＝環境影響について調査・予測・評価及び
環境保全措置の検討を⾏うもの 

＝環境影響評価の結果をまとめたもの 

評価書 

＝準備書に対する意⾒を踏まえて、準備書
の内容を⾒直ししたもの 

評価書 公告・縦覧 

環境アセスメント⼿続き 

事 業 実 施 （ 現地測量、 ⽤地買収、 ⼯事等）

市民の意見 

市の意見 

市民の意見 

市の意見 

市民の意見 

市長の意見 

環境審議会 

今回手続き 

※都市計画の見地からの検討
については、都市計画法等に
基づき、審議会等の手続きを
並行して行います 

市民の意見 

市長の意見 

環境審議会 

市民の意見 

市長の意見 

環境審議会 


